保育必要量（保育時間）の変更申立書変更希望月の前月20日までの申請が必要です。
必ず提出期限を守ってください。過ぎた場合は、翌々月以降からの変更になります。

R▲年▲月▲日
小山町長様
申立人住所　　　小山町藤曲57-2　　　就労時間が月120時間未満で保育短時間認定を受けた場合、勤務時間等の都合上保育短時間では間に合わないために、保育標準時間を希望する場合は、申立書の提出が必要です。

電話番号　　　　0550-76-0000　　　
申立人氏名　　　小山　熊美　　　　
児童との続柄　　母　　　　　　　　
私は、次の理由により保育必要量（保育時間）の変更を申し立てます。
	保育必要量（保育時間）の変更を希望する理由
	施設の定める保育時間：　8時30分から16時30分まで

	
	勤務時間：8時00分から13時00分まで　（週4日勤務）

	
	通勤時間：　片道　45分　　通勤手段：自車

	
	〈理由〉

	
	①登園時刻が8時30分だと8時からの勤務に間に合わないため

	
	②通勤に片道45分かかり、登園時間が8時30分だと勤務に間に合わないため

	
	③シフト制のため、日によって保育短時間では間に合わないため

	
	④夏季（●月●日～△月△日）の間シフトが変更になり、保育短時間では

	
	　間に合わないため保育短時間では延長保育の利用が恒常的に発生してしまう理由をご記入ください。


	
	　

	
	

	
	令和8年4月～令和9年3月までの期間、保育標準時間　を希望します。

	添付書類
	就労証明書　※入園申請時に提出の場合は不要です。



	児童氏名
	小山　金太郎
（H・R　２年　３月３１日）
	　　　　　　
●●●こども園　入園中・入園希望

	児童氏名
	
（H・R　　年　　月　　日）
	　
園　入園中・入園希望

	児童氏名
	
（H・R　　年　　月　　日）
	　
園　入園中・入園希望



	町記載
	再認定区分
	備考

	
	□保育標準時間
	認定期間　　　月～　　月

	
	□保育短時間
	



就労状況表
平均的な１週間の就労状況を記入して下さい。
自宅を出る時間、就労先到着時間、就労先退出時間、帰宅時間等が分かるように記入して下さい。
[bookmark: _GoBack]週に4日以上延長保育が必要と判断された場合のみ、保育標準時間認定への変更が可能となります。
	
	月
	火
	水
	木
	金
	土

	6：00

	6：45自宅発
7：00登園
	6：45自宅発
7：00登園
	6：45自宅発
7：00登園
	6：45自宅発
7：00登園
	休日
	休日

	7：00

	7：05出勤
7：50到着
	7：05出勤
7：50到着
	7：05出勤
7：50到着
	7：05出勤
7：50到着
	
	

	8：00

	8：00勤務始
	8：00勤務始
	8：00勤務始
	8：00勤務始
	
	

	9：00

	
	
	
	
	
	

	10：00

	
	
	
	
	
	

	11：00

	
	
	
	
	
	

	12：00

	

	

	

	

	
	

	13：00

	13：00勤務終
13：50帰宅
	13：00勤務終
13：50帰宅
	13：00勤務終
13：50帰宅
	13：00勤務終
13：50帰宅
	
	

	14：00

	
	
	
	
	
	

	15：00

	
	
	
	
	
	

	16：00

	16：30降園
	16：30降園
	16：30降園
	16：30降園
	
	

	17：00

	
	
	
	
	
	

	18：00

	
	
	
	
	
	

	19：00

	
	
	
	
	
	

	備考
	



